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大
東
文
化
大
学
教
職
員
組
合
規
約 
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第
一
章 

総 

則 
4

7
 

第
一
条 

（
名
称
） 

4
8

 

こ
の
組
合
は
大
東
文
化
大
学
教
職
員
組
合
と
称
す
る
。 

4
9

 

第
二
条 

（
組
合
員
・
非
組
合
員
の
範
囲
） 

5
0

 

こ
の
組
合
は
大
東
文
化
大
学
（
付
属
機
関
を
含
む
）
教
職
員
並
び
に
本
学
に
生
活
の
基
礎
を
も

5
1

 

つ
者
及
び
本
組
合
の
総
会
に
お
い
て
承
認
を
得
た
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
但
し
、
次
の
各

5
2

 

号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

5
3

 

 
 
 

１ 

理
事
の
職
に
あ
る
も
の
。 

5
4

 

 
 
 

２ 

部
長
以
上
の
職
に
あ
る
も
の
、
そ
の
他
学
校
の
利
益
を
代
表
す
る
も
の
。 

5
5

 

 
 
 

３ 

学
部
長
の
職
に
あ
る
も
の
。 

5
6

 

第
三
条 

（
所
在
地
） 

5
7

 

こ
の
組
合
の
事
務
所
を
東
京
都
板
橋
区
高
島
平
一
の
九
の
一 

大
東
文
化
大
学
内
に
置
く
。 

5
8

 

 
5

9
 

 
 
 
 

第
二
章 

目 

的 
6

0
 

第
四
条 

（
目
的
） 

6
1

 

 
 

 
 

 

こ
の
組
合
は
組
合
員
の
緊
密
な
結
束
と
強
固
な
実
践
力
に
よ
っ
て
組
合
員
の
経
済
的
地
位

6
2

 

の
向
上
、
学
内
の
民
主
化
の
促
進
、
教
学
の
充
実
を
計
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
。 

6
3

 

第
五
条 

（
事
業
） 

6
4

 

 
 
 
 
 

こ
の
組
合
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。 

6
5

 

 
 
 

１ 

組
合
員
の
経
済
、
生
活
、
身
分
の
維
持
改
善
に
関
す
る
こ
と
。 

6
6

 

 
 
 

２ 

組
合
員
及
び
そ
の
家
族
の
文
化
、
教
養
、
厚
生
及
び
福
利
等
の
諸
施
設
の
設
置
運
営
。 

6
7

 

 
 
 

３ 

教
学
の
充
実
を
計
る
た
め
の
改
善
及
び
推
進
。 

6
8

 

 
 
 

４ 

同
じ
目
的
を
持
っ
て
い
る
他
の
団
体
と
の
連
携
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。 

6
9

 

 
 
 

５ 

そ
の
他
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
。 

7
0

 

 
7

1
 

 
 
 
 

第
三
章 

権
利
・
義
務 

7
2

 

第
六
条 

（
選
挙
権
） 

7
3

 

 
 

 
 

組
合
員
は
役
員
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
、
組
合
の
総
会
に
於
い
て
意
思
を
発
表
し
、

7
4

 

決
議
に
参
加
す
る
権
利
が
あ
る
。 

7
5

 

第
七
条 

（
権
利
の
平
等
） 

7
6

 

組
合
員
は
組
合
の
す
べ
て
の
問
題
に
参
与
す
る
権
利
及
び
均
等
の
取
扱
い
を
受
け
る
権
利
を

7
7

 

有
す
る
。 

7
8

 

第
八
条 

（
資
格
の
無
差
別
） 

7
9

 

組
合
員
は
何
人
も
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
人
種
、
国
籍
、
性
別
、
門
地
、
信
条
又
は

8
0

 



身
分
に
よ
っ
て
、
組
合
員
た
る
資
格
を
奪
わ
れ
な
い
。 

8
1

 

第
九
条 

（
義
務
） 

8
2

 

組
合
員
は
規
定
組
合
費
を
毎
月
納
入
し
、
組
合
規
約
並
び
に
決
議
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
厳
守
す

8
3

 

る
義
務
が
あ
る
。 

8
4

 

 
8

5
 

 
 
 
 

第
四
章 
加
入
及
び
脱
退 

8
6

 

第
十
条 

（
加
入
の
手
続
） 

8
7

 

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
本
組
合
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
申
込
書
に
組
合
費
一
ヶ
月
分
を

8
8

 

添
え
て
執
行
委
員
長
に
申
し
込
み
、
執
行
委
員
会
に
於
い
て
審
議
承
認
し
、
総
会
に
報
告
、
決

8
9

 

定
を
う
る
も
の
と
す
る
。 

9
0

 

第
十
一
条
（
脱
退
の
手
続
き
） 

9
1

 

組
合
員
が
本
組
合
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
、
書
面
を
も
っ
て
執
行
委
員
長
に

9
2

 

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

9
3

 

 
9

4
 

 
 
 
 

第
五
章 

機
関
及
び
役
員 

9
5

 

第
十
二
条
（
機
関
の
種
類
） 

9
6

 

こ
の
組
合
に
次
の
機
関
を
置
く
。 

9
7

 

 
 

１ 

総
会 

9
8

 

 
 

２ 

代
議
員
会 

9
9

 

 
 

３ 

執
行
委
員
会 

1
0

0
 

第
十
三
条
（
総
会
の
招
集
） 

1
0

1
 

総
会
は
こ
の
組
合
の
最
高
決
議
機
関
で
、
毎
年
一
回
、
執
行
委
員
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。
但

1
0

2
 

し
、
執
行
委
員
長
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
又
は
組
合
員
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ

1
0

3
 

っ
た
と
き
は
、
執
行
委
員
長
は
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

1
0

4
 

第
十
四
条
（
総
会
の
付
議
事
項
） 

1
0

5
 

総
会
は
次
の
事
項
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。 

1
0

6
 

 
 

１ 

活
動
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

1
0

7
 

 
 

２ 

役
員
の
選
挙
に
関
す
る
こ
と
。 

1
0

8
 

 
 

３ 

組
合
規
約
の
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。 

1
0

9
 

 
 

４ 

予
算
の
決
定
及
び
決
算
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

0
 

 
 

５ 

組
合
費
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

1
 

 
 

６ 

組
合
員
の
加
入
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

2
 

 
 

７ 

他
団
体
へ
の
加
盟
及
び
脱
退
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

3
 

 
 

８ 

争
議
行
為
の
開
始
及
び
終
結
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

4
 

 
 

９ 

組
合
員
の
賞
罰
に
関
す
る
こ
と
。 

1
1

5
 

 
 

10 

そ
の
他
執
行
委
員
会
及
び
代
議
員
会
が
必
要
と
認
め
た
こ
と
。 

1
1

6
 

第
十
五
条
（
総
会
付
議
事
項
の
無
記
名
投
票
） 

1
1

7
 

総
会
は
組
合
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
で
成
立
し
、
そ
の
議
事
は
出
席
組
合
員
の
過
半
数
の

1
1

8
 



同
意
を
得
て
決
め
る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
議
長
が
こ
れ
を
決
め
る
。 

1
1

9
 

但
し
前
条
第
二
、
三
、
七
、
八
号
に
つ
い
て
は
組
合
員
の
直
接
無
記
名
投
票
に
よ
る
過
半
数
の

1
2

0
 

賛
成
を
必
要
と
す
る
。 

1
2

1
 

第
十
六
条
（
総
会
の
委
任
代
理
の
条
件
） 

1
2

2
 

総
会
に
お
け
る
委
任
代
理
は
原
則
と
し
て
出
席
者
一
名
に
つ
き
他
二
名
の
委
任
代
理
を
有
効

1
2

3
 

と
認
め
る
。
但
し
直
接
無
記
名
投
票
に
お
い
て
は
委
任
代
理
を
認
め
な
い
。 

1
2

4
 

第
十
七
条
（
代
議
員
会
の
招
集
） 

1
2

5
 

代
議
員
会
は
総
会
に
次
ぐ
決
議
機
関
で
各
職
場
を
単
位
と
し
て
選
出
さ
れ
た
代
議
員
に
よ
っ

1
2

6
 

て
こ
れ
を
構
成
す
る
。
代
議
員
会
は
執
行
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
及
び
代
議
員
の
三

1
2

7
 

分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
、
執
行
委
員
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。 

1
2

8
 

第
十
八
条
（
代
議
員
会
の
成
立
・
議
決
と
議
決
権
の
委
任
） 

1
2

9
 

１ 

代
議
員
会
は
全
代
議
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
の
議
事
は
出
席
代
議

1
3

0
 

員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
決
定
す
る
。 

1
3

1
 

２ 

代
議
員
が
や
む
を
え
な
い
理
由
で
代
議
員
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
議
決
権
の
行

1
3

2
 

使
を
他
の
一
名
の
代
議
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

1
3

3
 

第
十
九
条
（
代
議
員
会
の
付
議
事
項
） 

1
3

4
 

代
議
員
会
は
左
の
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。 

1
3

5
 

 
 

１ 

総
会
の
議
案
提
出
に
関
す
る
こ
と
。 

1
3

6
 

 
 

２ 

総
会
の
決
議
に
基
づ
く
組
合
活
動
の
具
体
的
な
細
部
に
関
す
る
こ
と
。 

1
3

7
 

 
 

３ 

各
職
場
の
情
報
、
要
求
、
及
び
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

1
3

8
 

 
 

４ 

執
行
委
員
会
に
対
す
る
要
求
及
び
助
力
に
関
す
る
こ
と
。 

1
3

9
 

 
 

５ 

そ
の
他
、
緊
急
を
要
す
る
組
合
活
動
に
関
す
る
こ
と
。 

1
4

0
 

第
二
十
条
（
代
議
員
の
任
務
） 

1
4

1
 

代
議
員
は
各
職
場
の
意
思
を
代
表
し
、
か
つ
執
行
委
員
会
に
助
言
及
び
助
力
を
行
う
。
代
議
員

1
4

2
 

は
原
則
と
し
て
執
行
委
員
を
兼
任
し
な
い
。 

1
4

3
 

第
二
十
一
条
（
代
議
員
の
選
出
比
率
） 

1
4

4
 

 
 
 
 

代
議
員
の
選
出
比
率
は
原
則
と
し
て
各
職
場
に
つ
き
一
名
と
す
る
。 

1
4

5
 

第
二
十
二
条
（
代
議
員
の
任
期
） 

1
4

6
 

 
 
 
 

代
議
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
補
欠
で
就
任
し
た
も
の
の
任

1
4

7
 

期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

1
4

8
 

第
二
十
三
条
（
執
行
委
員
会
の
任
務
と
招
集
） 

1
4

9
 

 
 
 
 

執
行
委
員
会
は
組
合
の
日
常
活
動
を
統
轄
し
、
且
つ
総
会
及
び
代
議
員
会
の
決
定
事
項
を
執
行

1
5

0
 

す
る
。
執
行
委
員
会
は
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
執
行
委
員
に
よ

1
5

1
 

っ
て
組
織
さ
れ
、
執
行
委
員
長
は
月
一
回
以
上
こ
れ
を
招
集
す
る
。
但
し
、
執
行
委
員
の
過
半

1
5

2
 

数
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
執
行
委
員
長
は
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
委

1
5

3
 

員
会
は
執
行
委
員
会
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
で
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
執
行
委

1
5

4
 

員
一
名
に
つ
き
一
人
分
の
委
任
状
を
有
効
と
す
る
。
直
接
無
記
名
投
票
に
お
い
て
は
委
任
代
理

1
5

5
 

を
認
め
な
い
。 

1
5

6
 



第
二
十
四
条
（
役
員
の
種
類
） 

1
5

7
 

 
 
 
 

こ
の
組
合
は
次
の
役
員
を
お
く
。 

1
5

8
 

 
 

１ 

執
行
委
員
長 

一
名 

1
5

9
 

 
 

２ 
副
執
行
委
員
長 

二
名 

1
6

0
 

 
 

３ 

書
記
長 

 
 
 

一
名 

1
6

1
 

 
 

４ 

書
記
次
長 

 
 

二
名 

1
6

2
 

 
 

５ 

会
計
監
査 

 
 

二
名 

1
6

3
 

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
執
行
委
員
を
必
要
に
応
じ
て
選
出
し
、
１
～
４
の
役
員
と
あ
わ
せ
て
最
大

1
6

4
 

二
十
名
ま
で
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

1
6

5
 

第
二
十
五
条
（
執
行
委
員
長
の
任
務
） 

1
6

6
 

 
 
 
 

執
行
委
員
長
は
組
合
を
代
表
し
、
組
合
の
運
営
を
統
轄
し
て
一
切
の
責
任
に
任
ず
る
。 

1
6

7
 

第
二
十
六
条
（
副
執
行
委
員
長
の
任
務
） 

1
6

8
 

 
 

 
 

副
執
行
委
員
長
は
執
行
委
員
長
を
補
佐
し
て
執
行
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務

1
6

9
 

を
代
行
す
る
。 

1
7

0
 

第
二
十
七
条
（
書
記
長
そ
の
他
の
役
員
の
任
務
） 

1
7

1
 

 
 
 
 

書
記
長
そ
の
他
の
役
員
は
左
の
業
務
を
分
担
す
る
。 

1
7

2
 

 
 

１ 

書
記
長
は
主
と
し
て
組
合
の
日
常
活
動
を
促
進
し
、
公
文
書
の
作
成
、
保
管
及
び
公
印
の
保
管

1
7

3
 

の
責
に
任
ず
る
。 

1
7

4
 

 
 

２ 

書
記
次
長
は
書
記
長
を
補
佐
し
て
書
記
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
業
務
を
代
行
す
る
。 

1
7

5
 

 
 

３ 

執
行
委
員
は
組
合
の
日
常
活
動
を
促
進
し
、
且
つ
専
門
部
の
業
務
を
分
担
す
る
。 

1
7

6
 

 
 

４ 

会
計
監
査
は
組
合
の
会
計
業
務
及
び
取
引
金
融
機
関
の
収
支
状
況
を
年
一
回
以
上
、
あ
る
い
は

1
7

7
 

必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
監
査
す
る
。 

1
7

8
 

第
二
十
八
条
（
役
員
の
任
期
） 

1
7

9
 

 
 
 
 

役
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
補
充
で
就
任
し
た
も
の
の
任
期

1
8

0
 

は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

1
8

1
 

第
二
十
九
条
（
専
門
部
の
種
類
） 

1
8

2
 

 
 
 
 

執
行
委
員
会
に
次
の
専
門
部
を
置
く
。 

1
8

3
 

 
 

１ 

総
務
部 

1
8

4
 

 
 

２ 

経
理
部 

1
8

5
 

 
 

３ 

調
査
部 

1
8

6
 

 
 

４ 

情
報
宣
伝
部 

1
8

7
 

 
 

５ 

厚
生
部 

1
8

8
 

 
 

６ 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
専
門
部 

1
8

9
 

第
三
十
条
（
各
専
門
部
長
の
嘱
任
） 

1
9

0
 

 
 
 
 

各
専
門
部
長
は
執
行
委
員
長
が
任
命
し
総
務
部
長
は
書
記
次
長
が
こ
れ
を
兼
ね
る
。 

1
9

1
 

第
三
十
一
条
（
各
専
門
部
員
の
嘱
任
） 

1
9

2
 

 
 
 
 

各
専
門
部
に
は
部
長
嘱
任
の
部
員
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

1
9

3
 

第
三
十
二
条
（
専
門
部
の
会
議
参
加
） 

1
9

4
 



 
 
 
 

各
専
門
部
長
は
執
行
委
員
の
要
請
が
あ
る
場
合
、
執
行
委
員
会
及
び
代
議
員
会
に
出
席
す
る
こ

1
9

5
 

と
が
で
き
る
。 

1
9

6
 

 
1

9
7

 

第
六
章 

選 

挙 
1

9
8

 

第
三
十
三
条
（
総
会
議
長
） 

1
9

9
 

 
 
 
 

総
会
議
長
は
代
議
員
会
が
推
薦
す
る
二
名
以
上
の
候
補
者
の
な
か
か
ら
、
総
会
の
出
席
組
合
員

2
0

0
 

が
直
接
無
記
名
投
票
で
こ
れ
を
選
挙
す
る
。
但
し
組
合
役
員
は
議
長
候
補
者
に
な
る
こ
と
が
で

2
0

1
 

き
な
い
。 

2
0

2
 

第
三
十
四
条
（
代
議
員
会
議
長
） 

2
0

3
 

 
 
 
 

代
議
員
会
議
長
は
代
議
員
会
の
開
催
に
当
っ
て
、
出
席
代
議
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
選
出

2
0

4
 

す
る
。 

2
0

5
 

第
三
十
五
条
（
代
議
員
） 

2
0

6
 

 
 
 
 

代
議
員
は
十
名
を
単
位
と
す
る
職
場
に
お
い
て
直
接
無
記
名
投
票
で
こ
れ
を
選
挙
す
る
。 

2
0

7
 

 
 
 
 

（
関
連
条
文
第
二
十
一
条
） 

2
0

8
 

第
三
十
六
条
（
組
合
役
員
） 

2
0

9
 

 
 
 
 

組
合
役
員
の
選
挙
は
原
則
と
し
て
立
候
補
制
と
す
る
。
立
候
補
者
が
な
い
場
合
、
各
職
場
の
直

2
1

0
 

接
無
記
名
投
票
に
よ
り
推
薦
候
補
者
を
選
出
し
、
こ
れ
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の

2
1

1
 

と
す
る
。
各
職
場
の
推
薦
候
補
者
の
選
出
比
率
は
第
二
十
一
条
に
準
ず
る
。
ま
た
、
推
薦
候
補

2
1

2
 

者
の
届
け
出
は
役
員
選
挙
の
行
わ
れ
る
総
会
に
先
立
つ
七
日
前
と
す
る
。 

2
1

3
 

 
2

1
4

 

第
七
章 

選
挙
管
理
委
員
会 

2
1

5
 

第
三
十
七
条
（
設
立
の
義
務
） 

2
1

6
 

 
 
 
 

組
合
役
員
の
選
挙
を
行
う
と
き
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

2
1

7
 

第
三
十
八
条
（
構
成
） 

2
1

8
 

 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
は
総
会
で
選
出
さ
れ
た
委
員
五
名
で
構
成
し
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
委
員
長

2
1

9
 

を
選
出
し
、
委
員
長
は
委
員
の
な
か
か
ら
書
記
一
名
を
委
嘱
す
る
。 

2
2

0
 

第
三
十
九
条
（
任
務
） 

2
2

1
 

 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
は
次
の
業
務
を
行
う
。 

2
2

2
 

 
 

１ 

選
挙
人
名
簿
の
調
整
と
管
理 

2
2

3
 

 
 

２ 

選
挙
の
公
示 

2
2

4
 

 
 

３ 

立
候
補
者
の
受
付
と
発
表 

2
2

5
 

 
 

４ 

投
票
及
び
開
票
立
会
人
の
指
名 

2
2

6
 

 
 

５ 

選
挙
運
動
及
び
投
票
の
監
視 

2
2

7
 

 
 

６ 

当
選
の
確
認
と
発
表 

2
2

8
 

 
 

７ 

そ
の
他
選
挙
管
理
に
必
要
な
こ
と 

2
2

9
 

第
四
十
条
（
任
期
） 

2
3

0
 

 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
の
任
期
は
年
度
末
の
総
会
か
ら
次
年
度
初
め
の
総
会
ま
で
と
す
る
。 

2
3

1
 

 
2

3
2

 



第
八
章 

会 

計 
2

3
3

 

第
四
十
一
条
（
組
合
費
） 

2
3

4
 

 
 

１ 

専
任
職
員
（
事
務
職
員
及
び
教
育
職
員
）
の
組
合
費
の
月
額
は
組
合
員
の
俸
給
月
額
の
〇
・
六

2
3

5
 

パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
但
し
百
円
未
満
に
つ
い
て
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

2
3

6
 

 
 

２ 

非
専
任
職
員
（
助
教
等
の
任
期
制
職
員
も
含
む
）
の
組
合
費
は
月
額
三
〇
〇
円
と
す
る
。 

2
3

7
 

 
 

３ 

年
俸
制
特
任
教
員
の
組
合
費
は
以
下
の
通
り
と
す
る
。 

2
3

8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
任
教
授 

：
二
六
〇
〇
円 

2
3

9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
任
準
教
授
：
一
九
〇
〇
円 

2
4

0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
任
講
師 

：
一
六
〇
〇
円 

2
4

1
 

 
 

４ 

休
職
中
の
組
合
員
の
組
合
費
は
１
、
ま
た
は
２
で
定
め
た
金
額
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

2
4

2
 

第
四
十
二
条
（
組
合
の
経
費
） 

2
4

3
 

 
 
 
 

組
合
の
経
費
は
組
合
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
る
。 

2
4

4
 

第
四
十
三
条
（
会
計
年
度
） 

2
4

5
 

 
 
 
 

組
合
の
会
計
年
度
は
毎
年
九
月
一
日
よ
り
翌
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

2
4

6
 

第
四
十
四
条
（
会
計
報
告
） 

2
4

7
 

 
 
 
 

組
合
の
す
べ
て
の
財
源
及
び
使
途
、
主
要
な
寄
附
者
の
氏
名
並
び
に
現
在
の
経
理
状
況
を
示
す

2
4

8
 

会
計
報
告
は
、
組
合
員
に
よ
っ
て
委
嘱
さ
れ
た
職
業
的
に
資
格
が
あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
り
正

2
4

9
 

確
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
と
と
も
に
、
年
度
末
あ
る
い
は
年
度
当
初
の
総
会
に
提
出
、
そ
の
承

2
5

0
 

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

2
5

1
 

 
2

5
2

 

第
九
章 

賞 

罰 
2

5
3

 

第
四
十
五
条
（
功
労
表
彰
と
罰
則
） 

2
5

4
 

 
 
 
 

組
合
員
で
組
合
に
大
き
な
貢
献
の
あ
っ
た
者
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
こ
れ
を
表
彰
す
る
こ

2
5

5
 

と
が
で
き
る
。
組
合
員
で
次
の
各
項
に
該
当
し
た
と
き
は
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
除
名
、
解
任

2
5

6
 

又
は
権
利
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

2
5

7
 

 
 

１ 

組
合
決
議
に
違
反
し
た
と
き 

2
5

8
 

 
 

２ 

組
合
の
規
約
に
違
反
し
た
も
の 

2
5

9
 

 
 

３ 

理
由
な
く
組
合
費
を
三
ヶ
月
以
上
滞
納
し
た
も
の 

2
6

0
 

 
 

４ 

そ
の
他
執
行
委
員
会
で
除
名
、
解
任
又
は
権
利
停
止
の
必
要
を
認
め
た
も
の 

2
6

1
 

 
2

6
2

 

第
十
章 

付 

則 
2

6
3

 

第
四
十
六
条
（
細
則
制
定
・
改
正
の
手
続
） 

2
6

4
 

 
 
 
 

こ
の
組
合
の
規
約
の
実
施
に
必
要
な
細
則
は
こ
れ
を
別
に
定
め
る
。
細
則
の
制
定
・
改
正
は
代

2
6

5
 

議
員
会
の
決
議
を
経
て
こ
れ
を
行
い
次
期
総
会
に
報
告
し
承
認
を
得
る
。 

2
6

6
 

第
四
十
七
条
（
本
規
約
の
発
効
） 

2
6

7
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
七
二
年
六
月
十
二
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
6

8
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
6

9
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
七
九
年
十
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

0
 



 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
八
四
年
六
月
十
七
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

1
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
八
六
年
十
一
月
二
十
五
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

2
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
八
八
年
五
月
三
十
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

3
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
九
三
年
十
一
月
十
六
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

4
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
一
九
九
七
年
十
一
月
十
七
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

5
 

 
 
 
 

こ
の
改
正
は
二
〇
〇
二
年
十
一
月
二
十
五
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

6
 

こ
の
改
正
は
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

7
 

こ
の
改
正
は
二
〇
〇
五
年
二
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

8
 

こ
の
改
正
は
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
四
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
7

9
 

こ
の
改
正
は
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
十
八
日
よ
り
施
行
す
る
。 

2
8

0
 

 
2

8
1

 

 
2

8
2

 

 
2

8
3

 

 
2

8
4

 

 
2

8
5

 

 
2

8
6

 

 
2

8
7

 

 
2

8
8

 

 
2

8
9

 

 
2

9
0

 

 
2

9
1

 

 
2

9
2

 

 
2

9
3

 

 
2

9
4

 

 
2

9
5

 

 
2

9
6

 

 
2

9
7

 

 
2

9
8

 

 
2

9
9

 

 
3

0
0

 

 
3

0
1

 

 
3

0
2

 

 
3

0
3

 

 
3

0
4

 

 
3

0
5

 

 
3

0
6

 

 
3

0
7

 

 
3

0
8

 



大
東
文
化
大
学
教
職
員
組
合
慶
弔
見
舞
金
等
規
定 

3
0

9
 

 
3

1
0

 

第
一
条 
本
組
合
員
に
次
の
各
項
に
該
当
す
る
事
項
が
生
じ
た
場
合
付
記
の
通
り
慶
弔
す
る
。 

3
1

1
 

但
し
非
専
任
職
員
（
規
約
第
四
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し
な
い
者
）
は
（ 

 

）
内
の
金
額
と

3
1

2
 

す
る
。 

3
1

3
 

 
 

１ 

結
婚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

三
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
二
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
1

4
 

 
 

２ 

出
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

二
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
1

5
 

 
 

３ 

死
亡
（
本
人
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
四
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
1

6
 

 
 

（
配
偶
者
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

四
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
二
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
1

7
 

 
 

（
一
親
等
内
血
族
） 

 
 
 
 
 

二
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
1

8
 

第
二
条 

本
組
合
員
に
次
の
各
項
に
該
当
す
る
事
項
が
生
じ
た
場
合
付
記
の
通
り
見
舞
い
す
る
。 

3
1

9
 

但
し
非
専
任
職
員
（
規
約
第
四
十
一
条
第
一
項
に
該
当
し
な
い
者
）
は
（ 

 

）
内
の
金
額
と

3
2

0
 

す
る
。 

3
2

1
 

 
 

１ 

一
ヶ
月
以
上
病
気
欠
勤
の
場
合 

 
 
 

二
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
2

2
 

 
 

２ 

三
ヶ
月
以
上
病
気
欠
勤
の
場
合 

 
 
 

三
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
二
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
2

3
 

 
 

３ 

火
災
等
災
害
被
災
の
場
合 

 
 
 
 
 

四
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
二
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
2

4
 

第
三
条 

本
組
合
員
が
退
職
に
よ
っ
て
組
合
を
脱
退
す
る
場
合
、
勤
続
年
数
（
組
合
員
で
あ
っ
た
期
間
）

3
2

5
 

に
応
じ
、
次
の
金
額
に
相
当
す
る
退
職
記
念
品
を
贈
呈
す
る
。 

3
2

6
 

但
し
、
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
に
関
し
て
は
一
律
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
と
し
、
そ
の
他
の
非
専
任
職
員

3
2

7
 

は
（ 

 

）
内
の
金
額
と
す
る
。 

3
2

8
 

 
 

１ 

勤
続
年
数
三
年
以
上
五
年
未
満 

 
 
 

二
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
2

9
 

 
 

２ 

勤
続
年
数
五
年
以
上
十
年
未
満 

 
 

 

五
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
三
〇
＊
〇
〇
〇
円
、
た
だ
し
、 

3
3

0
 

ア
ル
バ
イ
ト
職
員
は
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
3

1
 

 
 

３ 

勤
続
年
数
十
年
以
上 

 
 
 
 
 
 

 

一
〇
〇
＊
〇
〇
〇
円
（
五
〇
＊
〇
〇
〇
円
、
た
だ
し
、

3
3

2
 

ア
ル
バ
イ
ト
職
員
は
一
〇
＊
〇
〇
〇
円
） 

3
3

3
 

 
3

3
4

 

付
記 

3
3

5
 

 
 
 
 

こ
の
規
定
は
一
九
七
九
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

3
3

6
 

 
 
 
 

こ
の
規
定
は
一
九
八
八
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

3
3

7
 

 
 
 
 

こ
の
規
定
は
一
九
九
六
年
二
月
一
日
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